
広
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦  

広
島
県
条
例
第
十
八
号 

広
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

広
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
四
年
広
島
県
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

目
次 

 

第
一
章
・
第
二
章 

（
略
） 

 

第
三
章 

審
査
請
求
等
（
第
十
七
条
―
第
二
十
九

条
） 

 

第
四
章 

情
報
公
開
の
総
合
的
な
推
進
（
第
三
十

条
） 

 

第
五
章 

雑
則
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
三
条
） 

 

附
則 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
公
文
書
」
と
は
、
広 

島
県
議
会
事
務
局
（
以
下
「
議
会
事
務
局
」
と
い
う
。

）
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、

図
画
、
写
真
及
び
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁 

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
議
会
事
務
局
の
職
員
が

組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
議
会
が
保
有
し
て

い
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。 

一 

議
会
が
、
県
民
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
保
有
し
て
い
る
も
の 

二 

（
略
） 

 

（
開
示
を
請
求
で
き
る
も
の
） 

第
五
条 

何
人
も
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ 

り
、
広
島
県
議
会
議
長
（
以
下
「
議
長
」
と
い
う
。

）
に
対
し
、
公
文
書
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（
公
文
書
の
開
示
義
務
） 

第
十
条 

（
略
） 

一 

削
除 

  

二 

個
人
に
関
す
る
情
報
（
事
業
を
営
む
個
人
の
当

該
事
業
に
関
す
る
情
報
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他

の
記
述
等
（
文
書
、
図
画
、
写
真
若
し
く
は
電
磁

目
次 

 
 

第
一
章
・
第
二
章 

（
略
） 

 
第
三
章 

審
査
請
求
等
（
第
十
七
条
―
第
二
十
六

条
） 

 

第
四
章 

情
報
公
開
の
総
合
的
な
推
進
（
第
二
十

七
条
） 

 

第
五
章 
雑
則
（
第
二
十
八
条
―
第
三
十
条
） 

 

附
則 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
公
文
書
」
と
は
、
広 

島
県
議
会
事
務
局
（
以
下
「
議
会
事
務
局
」
と
い
う
。

）
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、

図
画
、
写
真
及
び
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁 

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
議
会
事
務
局
の
職
員
が

組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
広
島
県
議
会
議
長

（
以
下
「
議
長
」
と
い
う
。
）
が
保
有
し
て
い
る
も

の
を
い
う
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。 

一 

議
長
が
、
県
民
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
保
有
し
て
い
る
も
の 

二 

（
略
） 

 

（
開
示
を
請
求
で
き
る
も
の
） 

第
五
条 

何
人
も
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ 

り
、
議
長
に
対
し
、
公
文
書
の
開
示
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

  

（
公
文
書
の
開
示
義
務
） 

第
十
条 

（
略
） 

一 

法
令
又
は
条
例
等
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
開
示
す
る
こ
と
が 

で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
情
報 

二 

個
人
に
関
す
る
情
報
（
事
業
を
営
む
個
人
の
当

該
事
業
に
関
す
る
情
報
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
、
若
し
く
は
識
別
さ
れ 

得
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、



的
記
録
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、
又

は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ

た
一
切
の
事
項
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に

よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
公
に
す
る
こ

と
に
よ
り
、
な
お
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報

を
除
く
。 

イ 

法
令
又
は
条
例
等
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い

う
）
の
規
定
に
よ
り
又
は
慣
行
と
し
て
公
に
さ

れ
、
又
は
公
に
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る

情
報 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

二
の
二 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
条
第
三
項
に

規
定
す
る
行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
（
同
条
第

四
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
フ

ァ
イ
ル
を
構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
」
と
い

う
。
）
又
は
行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
の
作
成

に
用
い
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情

報
か
ら
削
除
し
た
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
記
述
等
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
個
人
識
別
符
号 

三
―
八 

（
略
） 

  

（
部
分
開
示
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

開
示
請
求
に
係
る
公
文
書
に
前
条
第
二
号
に
該
当

す
る
情
報
（
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
に
限
る
。
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の

他
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
る
記
述
等
の
部
分
を
除
く
こ
と
に
よ
り
、
公
に

し
て
も
、
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
を
除
い
た

部
分
は
、
同
号
の
情
報
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な

し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

（
開
示
請
求
に
係
る
手
数
料
等
） 

第
十
五
条 

議
長
に
対
し
て
開
示
請
求
を
す
る
者
は
、

別
表
第
一
に
定
め
る
区
分
及
び
金
額
に
よ
る
手
数
料

を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
場
合
に
は
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
。 

 

一 

議
長
が
第
七
条
第
二
項
の
決
定
を
し
た
場
合 

二 

開
示
請
求
者
が
閲
覧
の
方
法
に
よ
り
開
示
を
受

け
る
場
合 

 

（
他
の
制
度
等
と
の
調
整
） 

第
十
六
条 

議
長
は
、
法
令
等
（
広
島
県
議
会
個
人
情

報
保
護
条
例
（
令
和
五
年
広
島
県
条
例
第 

号
）
を

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と 

な
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
な
お
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が 

あ
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
除
く
。 

 
     

イ 

法
令
等
の
規
定
に
よ
り
又
は
慣
行
と
し
て
公

に
さ
れ
、
又
は
公
に
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
る
情
報 

 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

           

三
―
八 

（
略
） 

  

（
部
分
開
示
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

開
示
請
求
に
係
る
公
文
書
に
前
条
第
二
号
に
該
当

す
る
情
報
（
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
、
又
は
識
別

さ
れ
得
る
も
の
に
限
る
。
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
特
定
の
個
人
が

識
別
さ
れ
、
又
は
識
別
さ
れ
得
る
こ
と
と
な
る
記
述

等
の
部
分
を
除
く
こ
と
に
よ
り
、
公
に
し
て
も
、
個

人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
を
除
い
た
部
分
は
、
同

号
の
情
報
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項

の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

（
費
用
負
担
） 

第
十
五
条 

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
公
文

書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
者
又
は
第
二
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
意
見
書
若
し
く
は

資
料
の
交
付
を
受
け
る
者
は
、
当
該
交
付
に
要
す
る

費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

（
他
の
制
度
等
と
の
調
整
） 

第
十
六
条 

議
長
は
、
法
令
等
（
広
島
県
議
会
個
人
情

報
保
護
条
例
（
平
成
十
七
年
広
島
県
条
例
第
六
十
六



除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、

開
示
請
求
に
係
る
公
文
書
が
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
方
法
と
同
一
の
方
法
で
開
示
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
場
合
（
開
示
の
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
内
に
限
る
。
）
に
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
公
文
書
に
つ
い 

て
は
、
当
該
同
一
の
方
法
に
よ
る
開
示
を
行
わ
な
い
。 

た
だ
し
、
当
該
法
令
等
の
規
定
に
一
定
の
場
合
に
は 

開
示
を
し
な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

２
―
３ 

（
略
） 

 

（
広
島
県
議
会
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

） 

第
二
十
条 

第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
又
は
広
島

県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
第
四
十
五
条
に
よ
り
意

見
を
求
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
た
め
、

広
島
県
議
会
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（

以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

 

２
―
７ 

（
略
） 

 

（
手
数
料
等
） 

第
二
十
六
条 

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交

付
を
受
け
る
審
査
請
求
人
又
は
参
加
人
は
、
別
表
第

二
に
定
め
る
区
分
及
び
金
額
に
よ
る
手
数
料
（
以
下

「
手
数
料
」
と
い
う
。
）
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

手
数
料
は
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

交
付
の
際
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
手
数
料
の
減
免
） 

第
二
十
七
条 

審
査
会
は
、
経
済
的
困
難
そ
の
他
特
別

の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
手
数
料
を
減
額

し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
手
数
料
に
係
る
委
任
） 

第
二
十
八
条 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
手
数

料
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。 

 

第
二
十
九
条
―
第
三
十
三
条 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
十
五
条
関
係
） 

区 

分 

金 

額 
 

カ
ラ
ー
で
複
写
さ
れ
、

又
は
出
力
さ
れ
た
用
紙

の
交
付 

 

用
紙
一
枚
に
つ
き
二
〇

円
（
用
紙
の
両
面
を
用

い
る
と
き
は
、
四
〇
円

） 
 

 

白
黒
で
複
写
さ
れ
、
又

は
出
力
さ
れ
た
用
紙
の

交
付 

 

用
紙
一
枚
に
つ
き
一
〇

円
（
用
紙
の
両
面
を
用

い
る
と
き
は
、
二
〇
円

） 
 

 

電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ

ス
ク
に
複
写
す
る
こ
と 

 

 

光
デ
ィ
ス
ク
一
枚
に
つ

き
百
円 

号
）
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に

よ
り
、
開
示
請
求
に
係
る
公
文
書
が
第
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る
方
法
と
同
一
の
方
法
で
開
示
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
場
合
（
開
示
の
期
間
が
定
め
ら
れ
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
内
に
限
る
。
）

に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
公
文
書

に
つ
い
て
は
、
当
該
同
一
の
方
法
に
よ
る
開
示
を
行

わ
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
法
令
等
の
規
定
に
一
定
の 

場
合
に
は
開
示
を
し
な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

２
―
３ 

（
略
） 

 

（
広
島
県
議
会
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

） 

第
二
十
条 

第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
又
は
広
島

県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
第
三
十
二
条
の
二
第
一

項
に
よ
り
意
見
を
求
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
審
議

す
る
た
め
、
広
島
県
議
会
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
置

く
。 

２
―
７ 

（
略
） 

                   

第
二
十
六
条
―
第
三
十
条 

（
略
） 

 
  



 

に
よ
る
交
付 

 

  
備
考 

用
紙
及
び
光
デ
ィ
ス
ク
の
規
格
は
、
議
長
が

別
に
定
め
る
。 

 

別
表
第
二
（
第
二
十
六
条
関
係
） 

区 
分 

金 

額 
 

 

カ
ラ
ー
で
複
写
さ
れ
、

又
は
出
力
さ
れ
た
用
紙

の
交
付 

用
紙
一
枚
に
つ
き
二
〇

円
（
用
紙
の
両
面
を
用

い
る
と
き
は
、
四
〇
円

） 
 

 

白
黒
で
複
写
さ
れ
、
又

は
出
力
さ
れ
た
用
紙
の

交
付 

 

用
紙
一
枚
に
つ
き
一
〇

円
（
用
紙
の
両
面
を
用

い
る
と
き
は
、
二
〇
円

） 
  

 

電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ

ス
ク
に
複
写
す
る
こ
と

に
よ
る
交
付 

 

 

光
デ
ィ
ス
ク
一
枚
に
つ

き
百
円 

 

備
考 

用
紙
及
び
光
デ
ィ
ス
ク
の
規
格
は
、
議
長
が

別
に
定
め
る
。 

 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
第
十
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
五
条
の
規

定
は
、
施
行
日
以
後
に
さ
れ
た
開
示
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
開
示
請
求
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


